
●開会挨拶：安倍昭恵内閣総理大臣夫人

●基調講演：クリスタリナ・ゲオルギエヴァ世界銀行CEO
ラクシュミ・プリUN Women事務局次長

●パネル・ディスカッション「女性と起業」
キャシー松井 ゴールドマン・サックス証券会社副会長（モデレーター），

アランチャ・ゴンザレス国際貿易センター（ITC）事務局長，北岡伸一 国際協力機構

理事長，スシ・プジアストゥティ・インドネシア海洋水産大臣が登壇し，社会における
女性起業家の価値について議論した。

●ビデオ・メッセージ：
メリンダ・ゲイツ ビル＆メリンダゲイツ財団共同会長

●挨拶：吉田晴乃日本経済団体連合会審議員会副議長

2017年11月
女性参画推進室国際女性会議（WAW!）WAW!2017概要

11月1日から3日，第4回目となる国際女性会議WAW!（World Assembly for Women：WAW!2017)を
東京にて開催。我が国及び21カ国・8国際機関から64名がスピーカーとして登壇し，延べ約2400人
が参加。本年のテーマ：WAW! in Changing World

基調講演等（11月1日）

変化の時代にあって，新しい時代を開くカギは女性にあり，しなやかな対応力や視
点，感覚といった女性ならではのチカラの更なる発揮が求められている旨を述べた。
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ハイレベル・ラウンドテーブル／スペシャル・セッション（11月2日）

ハイレベル・ラウンド・テーブル
1. SDGs達成に向けた企業におけるジェンダー分野の取組
2. 技術革新と女性の人材育成
3. 無償労働をどう分担するか
4. 女性・平和・安全保障－政策から実施へのギャップを埋める取組
5. メディアにおける女性
スペシャル・セッション
1. 若者が考える女性活躍の未来とは
2. 自然災害下におけるジェンダー平等及びレジリエンス向上

林文子横浜市長 河野太郎外務大臣

野田聖子総務大臣・女性
活躍担当大臣・内閣府
特命担当大臣

バイラモヴァ・トルク
メニスタン女性連盟会長

11月2日は，分科会として5つのハイレベル・ラウンドテーブルと2つのスペシャル・セッションを実施。
各分科会からの具体的な提案を元に成果文書となるWAW!2017東京宣言を作成し，3日会議終了後に公表。
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特別イベント／クロージング（11月3日）

11月3日は，日本政府と世界銀行の共催による特別イベント及びクロージングが開催され
た。

１．特別イベント
●開会挨拶：安倍晋三内閣総理大臣

●特別講演：イバンカ・トランプ米国大統領補佐官
●基調演説：河野太郎外務大臣

クリスタリナ・ゲオルギエヴァ世界銀行CEO
●パネル・ディスカッション「女性起業家支援」

キャシー松井 ゴールドマン・サックス証券会社副会長，イ・ミヨン フェアトレードコリアCEO，佐々木かをり 株式会社
イーウーマン代表取締役，スシ・プジアストゥティ・インドネシア海洋水産大臣，ネナ・ストイコビッチIFC副総裁，パトリシ
ア・ヴェリンガ＝ジースケスThe Job Factory創設者／CEO，矢島里佳 株式会社和える代表取締役社長が登壇し，起業の際に経

験した障壁や政府及び国際機関による効果的な支援について討論を行った。

２．クロージング
●参加者代表挨拶：
マリア・エレナ・ボスキ伊内閣官房長官
本田桂子 世界銀行グループ多数国間投資保証機関(MIGA)長官

●総括：鈴木哲総合外交政策局長
●閉会挨拶：西村康稔内閣官房副長官

政府の女性活躍推進へのコミットを再確認すると共に，これまでの具体的措置
の成果や女性ならではの感性・能力を活かした起業が世界の経済発展に与える好
影響について述べ，女性起業家資金イニシアティブへの支持とこれに対する5千
万ドルの拠出を確認した。
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WAW!2017 東京宣言（概要）

１．教育・訓練を通じて，意識改革を行っていく
●女性自身の「自信のなさ」，理系選択に対するバイアス等の無意識の偏見を変えるために研修を実施。
●ロールモデルやメンターを活用し，起業における女性のメンタリティーを変える。
●無償労働に関して３R（認識、削減、再分配）を推進し，分担の男女差を改善する。

２．全てのレベルにおける女性の参画を推進していく
●企業で女性をより責任のある地位に登用するようトップのコミットを強化。
●女性による起業を支援する「女性起業家資金イニシアティブ」を歓迎。
●ジェンダーに基づく暴力予防のため，PKO，現地の軍隊・警察への女性参画と，地域をよく知る女性の防災関

係部署への参画・登用を推進。
●メディアにおいて，多様性の追求と全てのレベルにおける女性の参画を推進し，「働き方改革」を進める。

３．データを収集・分析し，情報公開していく
●企業が多様性に関する具体的な数値目標を定めて公表し，ジェンダーに関わらない採用・評価方法を導入する。
●防災分野の女性関連データを女性に配慮した基準やツールによって収集し，共有・活用する。

４．人工知能（AI）や情報通信技術（ICT）を積極的に活用していく
●AIやICTの積極的導入によって，男女共に，キャリアと家事・育児・介護等の両立を促進。
●途上国の女性に対して，携帯端末をはじめとする技術的な制約を改善。

５．パートナーシップを強化していく
●性別及び世代を超えた多様な視点を反映させるため，企業の枠を超え，地域や市民社会，女性起業家とのネット

ワークを構築。
●防災及びWPS分野において，国際機関間及び様々なステークホルダーのパートナーシップを向上し，効果を増

強させる。
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国連関係機関の日本人職員

（各年１月現在。2014年以降は前年12月31日現在。外務省調べ）

国連関係機関の日本人職員数（専門職以上）の推移【通し番号172】
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 国際機関への勤務を希望する若手邦人を，日本国政府が給与等の経費を負担することにより原則
２年間国際機関に派遣し，勤務経験を積む機会を提供することにより正規職員への途を開くこと
を目的とした制度。本制度が始まった昭和49年からの累計で約1,700名を派遣。2001年以降の派
遣者の７割以上が派遣後に国際機関に正規採用されている。

 派遣後の定着率向上のため，①海外でのガイダンスを増やし，優秀な人材の発掘を強化，②ポス
ト・マッチングに際し，定着率の高い機関・ポストを分析し，戦略的に配置， ③在外公館・本
省主管課室によるフォロー・働きかけを強化，④ＣＶ・面接対策の強化等の取組を実施。

ＪＰＯ派遣制度の実施

 大学等教育機関に加え，民間団体による就職説明会にも参加。国際協力イベント・留学相談会等
の際にも，ガイダンスを積極的に実施。弁護士等の専門家集団に対するガイダンスも実施。
⇒平成29年度には，合計146回（うち海外は35回），約10,000人を対象にガイダンスを実施。

 メーリングリスト，Facebook,twitter等を活用。空席情報や国際機関のセミナー等の情報を発信。
 登録された履歴書を添削・評価し，必要に応じて個別にポストを紹介する制度を運用。

潜在的候補者の発掘・育成

 要人往来や政策対話等の機会に国際機関側へ働きかけを実施。また，個別人事がある場合には，

代表部等を通じ採用を働きかけ。

 邦人関与が見込まれるプロジェクト案件の優先採用。

国際機関への働きかけ

国
際
機
関
邦
人
職
員
増
強
戦
略

国連関係機関で勤務する日本人職員を，現在の約850人から，２０２５年までに１,０００人に増強。

 日本国政府の経費負担により，ＪＰＯよりも高い中堅レベル以上の邦人を派遣する制度を創設。
 将来の幹部職員増加に向けた取り組みとして，平成29年度予算で新規措置。

中堅派遣制度の実施

国際機関人事センターの取組
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JPO：Junior Professional Officer
国際機関に勤務を希望する若手邦人を、日本国政府（外務省）の経

費負担により原則２年間国際機関に派遣し、勤務経験を積む機会を提
供することにより正規職員への途を開くことを目的とした制度。

本制度が始まった昭和４９年からの累計で約１，７００名を派遣。

制度概要

ＪＰＯ派遣制度

（１）３５歳以下であること。

（２）ＪＰＯを派遣することのできる国際機関に関連する分野における修士号を取
得しており、当該分野に関連する職種において２年以上の職務経験を有すること。
（３）英語で職務遂行可能であること。
（４）将来にわたり国際機関で働く意思を有すること。
（５）日本国籍を有すること。

応募資格

○平成３０年度の予算額は２３．０億円。
【推移】 （予算額） （派遣者数）

平成２９年度 2２．５億円 ５９名
平成２８年度 20．0億円 ５４名
平成２７年度 16．5億円 ６５名
平成２６年度 11．0億円 ４４名
平成２５年度 11．0億円 ４０名
平成１６年度 11．0億円 ３５名
平成１５年度 15．4億円 ５８名
平成１４年度 15．4億円 ６１名
(注)平成16年度は、予算減少に伴い派遣者数大幅減。

国連関係機関の邦人職員数及びJPO経験者数

試験年度
2001年

度
2002年

度
2003年

度
2004年

度
2005年

度
2006年

度
2007年

度
2008年

度
2009年

度
2010年

度
2011年

度
2012年

度
2013年

度
2001～

13年度累計

各年度計 31 / 49 40 / 61 45 / 58 27 / 35 27 / 36 26 / 33 26 / 35 23 / 33 25 / 32 24 / 33 21 / 25 23 / 30 35 / 40 373/500

年度別採用率 63.3% 65.6% 77.6% 77.1% 75.0% 78.8% 74.3% 69.7% 78.1% 72.7% 84.0% 76.7% 87.5% 74.6%

※ 上の数値は各年における邦人職員数全体（専門職以上）、下の数値は、そのうちＪＰＯ出身者数及び全体に占める割合
JPO経験者の国際機関採用率

※ 派遣後に正規ポストを獲得したＪＰＯの割合

年度別応募者数・派遣者数

試験年度
2002
年度

2003
年度

2004
年度

2005
年度

2006
年度

2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017年度

応募者数 ８２３ ９３６ １０１２ ７９８ ７２１ ３１４ ２９４ ５１０ ６２１ ３１３ ２７９ ２８９ ３０１ ３３０ ３９４ ３６３

派遣者数 ６１ ５８ ３５ ３６ ３３ ３５ ３３ ３２ ３３ ２５ ３０ ４０ ４４ ６５ ５４ ５９

（各年１月現在。外務省調べ。2014年以降は前年12月31日現在。）

⇒ 応募者数（国際機関を目指す者の裾野）の拡大が急務

平成30年8月
国際機関人事センター

年度別派遣者数及び予算額
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１ 国連関係機関全体（国際専門職）

２ 日本人職員（国際専門職）
日本人職員（国際専門職）に占める女性職員比率

主要国連機関における女性職員(国際専門職）比率（単位：％）

※ データは2013年までは当該年1月1日現在，2014年以降は前年12月31日現在（外務省調べ）

※ データは各年12月31日現在（国連統計）

※ 2017年12月31日現在
（外務省調べ）

日本人幹部職員（D1以上）
の男女比率

※ 2016年12月31日現在（国連統計）

男性職
員数

14,908 15,405 15,858 16,109 17,321 17,809 18,320 18,512 18,693 18,768 19,351 19,267

女性職
員数

8,837 9,303 9,704 10,207 11,514 12,082 12,677 13,071 13,318 13,550 14,459 14,810

機関名
機関

P1 P2 P3 P4
P5 D1 D2 ASG/

合計 （課長） （次長） （部長） USG
国連事務局 42 80 55 45 40 35 31 33 21 

UNDP 45 63 63 50 43 36 39 36 31 

UNFPA 50 50 62 53 45 50 49 31 67 

UNHCR 44 25 63 43 46 43 44 45 17 

UNICEF 50 60 63 51 50 46 42 49 25 

UN Women 79 100 85 76 79 81 77 83 67 

ILO 45 60 60 58 46 33 38 38 27 

FAO 40 59 67 53 36 23 23 24 25 

WFP 43 50 50 42 44 42 41 28 29 

UNESCO 51 63 62 53 48 35 43 69 30 

WHO 43 60 66 51 45 39 29 23 38 

国連関係
機関全体

44 67 58 46 42 37 34 33 26

61.3%

【出典】United Nations system Chief Executives Board for Coordination PERSONNEL STATISTICS Data as at 31 December 2016 （CEB/2017/HLCM/HR/21 Revision1）

□男性 □女性

女性
37名
(44.0%)

男性
47名
(56.0%)

日本人女性職員の活躍
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日本のJPO派遣人数
（2008年～2017年度派遣累計）
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男女比

		国連関係機関職員数（男女比） コクレンカンケイキカンショクインスウダンジョヒ

				出展： シュッテン

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		女性職員数 ジョセイショクインスウ		8,016		8,497		8,837		9,303		9,704		10,207		11,514		12,082		12,677		13,071		13,318		13,550

		男性職員数 ダンセイショクインスウ		14,072		14,509		14,908		15,405		15,858		16,109		17,321		17,809		18,320		18,512		18,693		18,768

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		女性 ジョセイ		36.3%		36.9%		37.2%		37.7%		38.0%		38.8%		39.9%		40.4%		40.9%		41.4%		41.6%		41.9%

		男性 ダンセイ		63.7%		63.1%		62.8%		62.3%		62.0%		61.2%		60.1%		59.6%		59.1%		58.6%		58.4%		58.1%





男女比

		



女性

男性

国連関係機関職員の男女比（国際専門職）



等級別

		

		機関名 キカンメイ		機関
合計 キカンゴウケイ		P1		P2		P3		P4		P5
（課長級） カチョウキュウ		D1
（次長級） ジチョウキュウ		D2
（部長級） ブチョウキュウ		ASG/
USG

		国連事務局 コクレンジムキョク		40		88		52		43		38		32		29		27		24

		UNDP		43		50		63		51		38		37		39		30		42

		UNFPA		50		0		71		51		49		48		41		40		67

		UNHCR		43		0		46		41		42		42		43		47		50

		UNICEF		49		40		65		50		51		44		35		36		50

		UN Women		78		100		82		87		80		84		81		86		67

		ILO		45		50		72		59		44		34		46		32		50

		FAO		36		48		60		46		31		24		12		13		27

		WFP		41		67		59		39		42		39		32		17		40

		UNESCO		49		56		65		55		46		37		28		38		46

		WHO		42		73		63		52		41		34		23		26		29

		UNAIDS		45		0		57		47		58		38		37		22		33

		IAEA		26		69		44		33		25		14		7		38		11

		国連関係機関計 コクレンカンケイキカンケイ		42		59		57		45		41		35		33		31		28





女性比率

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				49.5%		49.5%		52.5%		54.4%		56.4%		57.3%		57.3%		55.9%		55.8%		57.9%		58.6%		60.4%		60.2%
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		2003		58		14		44

		2004		35		10		25

		2005		36		10		26

		2006		33		14		19

		2007		36		15		21

		2008		33		12		21

		2009		32		4		28

		2010		33		8		25

		2011		25		4		21

		2012		30		7		23

		2013		40		16		24

		2014		44		14		30

		2015		65		18		47

		2016		54		23		31

		2017		59		20		39

				計 ケイ		男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

				415		126		289
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日本のJPO派遣人数
（2008年～2017年度派遣累計）
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男女比

		国連関係機関職員数（男女比） コクレンカンケイキカンショクインスウダンジョヒ

				出展： シュッテン

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		男性職員数 ダンセイショクインスウ		14,072		14,509		14,908		15,405		15,858		16,109		17,321		17,809		18,320		18,512

		女性職員数 ジョセイショクインスウ		8,016		8,497		8,837		9,303		9,704		10,207		11,514		12,082		12,677		13,071

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		男性 ダンセイ		63.7%		63.1%		62.8%		62.3%		62.0%		61.2%		60.1%		59.6%		59.1%		58.6%

		女性 ジョセイ		36.3%		36.9%		37.2%		37.7%		38.0%		38.8%		39.9%		40.4%		40.9%		41.4%
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女性

男性

国連関係機関職員の男女比（国際専門職）



等級別

		

		機関名 キカンメイ		機関
合計 キカンゴウケイ		P1		P2		P3		P4		P5
（課長級） カチョウキュウ		D1
（次長級） ジチョウキュウ		D2
（部長級） ブチョウキュウ		ASG/
USG

		国連事務局 コクレンジムキョク		40		88		52		43		38		32		29		27		24

		UNDP		43		50		63		51		38		37		39		30		42

		UNFPA		50		0		71		51		49		48		41		40		67

		UNHCR		42		0		46		41		42		42		43		47		50

		UNICEF		50		40		65		50		51		44		35		36		50

		UN Women		83		100		82		87		80		84		81		86		67

		ILO		46		50		72		59		44		34		46		32		50

		FAO		36		48		60		46		31		24		12		13		27

		WFP		41		67		59		39		42		39		32		17		40

		UNESCO		50		56		65		55		46		37		28		38		46

		WHO		39		73		63		52		41		34		23		26		29

		UNAIDS		45		0		57		47		58		38		37		22		33

		IAEA		26		69		44		33		25		14		7		38		11

		国連関係機関計 コクレンカンケイキカンケイ		41		64		57		46		40		34		31		28		29





日本人

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				49.5%		49.5%		52.5%		54.4%		56.4%		57.3%		57.3%		55.9%		55.8%		57.9%		58.6%		60.4%		60.2%		61.3%		61.3%		61.1%

				女性 ジョセイ		37

				男性 ダンセイ		44
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日本のJPO派遣人数
（2003年～2013年度派遣累計）
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Sheet1

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		男性職員数 ショクインスウ		14,908		15,405		15,858		16,109		17,321		17,809		18,320		18,512		18,693		18,768		19,351		19,267

		女性職員数 ショクインスウ		8,837		9,303		9,704		10,207		11,514		12,082		12,677		13,071		13,318		13,550		14,459		14,810

		総数 ソウスウ		23,745		24,708		25,562		26,316		28,835		29,891		30,997		31,583		32,011		32,318		33,810		34,077

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		割合 ワリアイ		37.2%		37.7%		38.0%		38.8%		39.9%		40.4%		40.9%		41.4%		41.6%		41.9%		42.8%		43.5%

				62.8%		62.3%		62.0%		61.2%		60.1%		59.6%		59.1%		58.6%		58.4%		58.1%		57.2%		56.5%



情報通信課:
CEOデータ内，男女数より

情報通信課:
CEOデータ内，男女数より
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Sheet3

		機関名		機関		P1		P2		P3		P4		P5		D1		D2		ASG/

				合計										（課長）		（次長）		（部長）		USG

		国連事務局		42		80		55		45		40		35		31		33		21

		UNDP		45		63		63		50		43		36		39		36		31

		UNFPA		50		50		62		53		45		50		49		31		67

		UNHCR		44		25		63		43		46		43		44		45		17

		UNICEF		50		60		63		51		50		46		42		49		25

		UN Women		79		100		85		76		79		81		77		83		67

		ILO		45		60		60		58		46		33		38		38		27

		FAO		40		59		67		53		36		23		23		24		25

		WFP		43		50		50		42		44		42		41		28		29

		UNESCO		51		63		62		53		48		35		43		69		30

		WHO		43		60		66		51		45		39		29		23		38

		　国連関係　　機関全体 キカンゼンタイ		43		67		58		46		42		37		34		33		26

						P1		P2		P3		P4		P5		D1		D2		ASG/

														（課長）		（次長）		（部長）		USG

		国連事務局		Ｆ		8		612		1699		1358		574		159		54		30

				計 ケイ		10		1104		3751		3429		1654		512		164		142

		UNDP		Ｆ		5		151		291		338		212		101		22		4

				計 ケイ		8		241		587		792		581		256		61		13

		UNFPA		Ｆ		1		38		78		99		97		31		5		2

				計 ケイ		2		61		146		222		195		63		16		3

		UNHCR		Ｆ		1		247		400		325		108		43		13		1

				計 ケイ		4		392		930		699		252		97		29		6

		UNICEF		Ｆ		3		173		493		613		307		41		17		1

				計 ケイ		5		276		976		1225		663		97		35		4

		UN Women		Ｆ		1		35		70		84		79		17		5		2

				計 ケイ		1		41		92		107		98		22		6		3

		ILO		Ｆ		6		55		115		162		104		29		9		3

				計 ケイ		10		91		200		355		315		76		24		11

		FAO		Ｆ		16		107		178		193		74		18		8		3

				計 ケイ		27		159		337		534		328		80		34		12

		WFP		Ｆ		1		73		210		150		120		43		13		2

				計 ケイ		2		147		504		343		284		104		46		7

		UNESCO		Ｆ		22		123		173		115		47		20		11		3

				計 ケイ		35		198		324		241		134		46		16		10

		WHO		Ｆ		6		59		169		326		253		61		9		6

				計 ケイ		10		90		329		726		649		211		40		16

		国連関係機関全体 コクレンカンケイキカンゼンタイ		Ｆ		126		2080		4597		4515		2332		651		190		72

				計 ケイ		189		3599		10006		10712		6378		1923		575		276



情報通信課:
UG



		年 ネン		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		割合 ワリアイ		49.5		52.0		54.6		56.4		57.3		57.3		55.9		55.8		57.9		58.4		60.4		60.2		61.3

		女性人数 ジョセイニンズウ		318		349		369		394		406		422		428		427		442		455		463		477		503

		総数 ソウスウ		642		671		676		698		708		736		765		765		764		779		766		793		820

		参考データ年月日 サンコウネンガッピ		2005.1		2006.1		2007.1		2008.1		2009.1		2010.1		2011.1		2012.1		2013.1		2013.12		2014.12		2015.12		2016.12
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国連関係機関

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		男性職員数 ショクインスウ		14,908		15,405		15,858		16,109		17,321		17,809		18,320		18,512		18,693		18,768		19,351		19,267

		女性職員数 ショクインスウ		8,837		9,303		9,704		10,207		11,514		12,082		12,677		13,071		13,318		13,550		14,459		14,810

		総数 ソウスウ		23,745		24,708		25,562		26,316		28,835		29,891		30,997		31,583		32,011		32,318		33,810		34,077

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		割合 ワリアイ		37.2%		37.7%		38.0%		38.8%		39.9%		40.4%		40.9%		41.4%		41.6%		41.9%		42.8%		43.5%

				62.8%		62.3%		62.0%		61.2%		60.1%		59.6%		59.1%		58.6%		58.4%		58.1%		57.2%		56.5%
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主要国連機関

		





邦人幹部

		機関名		機関		P1		P2		P3		P4		P5		D1		D2		ASG/

				合計										（課長）		（次長）		（部長）		USG

		国連事務局		42		80		55		45		40		35		31		33		21

		UNDP		45		63		63		50		43		36		39		36		31

		UNFPA		50		50		62		53		45		50		49		31		67

		UNHCR		44		25		63		43		46		43		44		45		17

		UNICEF		50		60		63		51		50		46		42		49		25

		UN Women		79		100		85		76		79		81		77		83		67

		ILO		45		60		60		58		46		33		38		38		27

		FAO		40		59		67		53		36		23		23		24		25

		WFP		43		50		50		42		44		42		41		28		29

		UNESCO		51		63		62		53		48		35		43		69		30

		WHO		43		60		66		51		45		39		29		23		38

		　国連関係　　機関全体 キカンゼンタイ		43		67		58		46		42		37		34		33		26

						P1		P2		P3		P4		P5		D1		D2		ASG/

														（課長）		（次長）		（部長）		USG

		国連事務局		Ｆ		8		612		1699		1358		574		159		54		30

				計 ケイ		10		1104		3751		3429		1654		512		164		142

		UNDP		Ｆ		5		151		291		338		212		101		22		4

				計 ケイ		8		241		587		792		581		256		61		13

		UNFPA		Ｆ		1		38		78		99		97		31		5		2

				計 ケイ		2		61		146		222		195		63		16		3

		UNHCR		Ｆ		1		247		400		325		108		43		13		1

				計 ケイ		4		392		930		699		252		97		29		6

		UNICEF		Ｆ		3		173		493		613		307		41		17		1

				計 ケイ		5		276		976		1225		663		97		35		4

		UN Women		Ｆ		1		35		70		84		79		17		5		2

				計 ケイ		1		41		92		107		98		22		6		3

		ILO		Ｆ		6		55		115		162		104		29		9		3

				計 ケイ		10		91		200		355		315		76		24		11

		FAO		Ｆ		16		107		178		193		74		18		8		3

				計 ケイ		27		159		337		534		328		80		34		12

		WFP		Ｆ		1		73		210		150		120		43		13		2

				計 ケイ		2		147		504		343		284		104		46		7

		UNESCO		Ｆ		22		123		173		115		47		20		11		3

				計 ケイ		35		198		324		241		134		46		16		10

		WHO		Ｆ		6		59		169		326		253		61		9		6

				計 ケイ		10		90		329		726		649		211		40		16

		国連関係機関全体 コクレンカンケイキカンゼンタイ		Ｆ		126		2080		4597		4515		2332		651		190		72

				計 ケイ		189		3599		10006		10712		6378		1923		575		276



情報通信課:
UG



		年 ネン		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		割合 ワリアイ		49.5		52.0		54.6		56.4		57.3		57.3		55.9		55.8		57.9		58.4		60.4		60.2		61.3		61.1

		女性人数 ジョセイニンズウ		318		349		369		394		406		422		428		427		442		455		463		477		503		519

		総数 ソウスウ		642		671		676		698		708		736		765		765		764		779		766		793		820		850

		参考データ年月日 サンコウネンガッピ		2005.1		2006.1		2007.1		2008.1		2009.1		2010.1		2011.1		2012.1		2013.1		2013.12		2014.12		2015.12		2016.12		2017.12





		



割合







アジア諸国を中心とする各国と我が国の交流で架け橋になっている女性の活躍に焦点をあて、これまでの貢

献に感謝するとともに、シンポジウムや国際交流の場を開催する等により、女性の視点から、日本とアジア諸国
との友好・信頼関係の深化を図る。

アジア・太平洋輝く女性の交流事業
課題・背景

「架け橋として活躍している女性」及び架け橋女
性から見た日本の魅力等に関する調査
調査対象となる「架け橋女性」
（平成30年度）：
①日本国内及びアジア・太平洋諸国で活躍する日本人女性
・アジア・太平洋諸国で起業した日本人女性
・日本からアジア・太平洋諸国の現地企業等へ就職して現
地で活躍している女性

・日本国内においてアジア・太平洋諸国と深い関わりを
持った事業を行っている日本人女性

②日本国内で活躍する外国人女性、又は日本に過去に居住
経験があるアジア・太平洋諸国の外国人女性

・アジア・太平洋諸国から、日本の大学・大学院等に留学
するなどし、起業ないしは日本企業等へ就職している女
性

・過去に日本に居住経験があり、現在は日本での経験を生
かして活躍しているアジア・太平洋諸国の外国人女性

③上記①及び②の女性の支援者・支援団体

シンポジウム及び国際交流の実施
・平成30年度は、起業の観点から架け橋として活躍している女性に焦点を
当てて事業を実施。

・平成30年11月に東京で日本及びアジア・太平洋諸国で活躍する架け橋女性、
アジア・太平洋諸国における女性起業家の集う組織・団体の役員等を招聘し、
シンポジウムを開催。

・シンポジウムには、女性活躍担当大臣からビデオメッセージにより架け橋女
性への感謝の意を示す。

・架け橋女性と一般参加者との交流やアジア・太平洋諸国における女性起業家
の集う組織・団体間の国際交流も同時に実施。

事業概要

調査事業 シンポジウム・国際交流・感謝の意を示す場

調査検討委員会
・調査の企画・検討・とりまとめ等
・シンポジウム・国際交流の企画等
・委員（平成30年度）：

女性起業家、女性起業支援者、グローバル人材、
育成に貢献する大学等関係者等

・架け橋女性の視点からみた、日本の魅力の発見、及び、その魅力の効果的な発信
・女性の視点を活かした、日本とアジア諸国との友好・信頼関係の深化

「架け橋女性」の視点からの
日本の魅力の発信
・報告書の作成

・内閣府ＨＰ、ＳＮＳ等を使っ
ての幅広い情報発信 等

【通し番号173】

203



［お問い合わせ先］大臣官房海外投資・協力グループ（０３－３５０２－５９１４）

○ 中南米日系農業者等との連携交流・ビジネス創出事業 【平成31年度予算概算要求額 62（60）百万円】
＜対策のポイント＞
中南米４カ国（ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア）の日系農業者等の若手世代の育成や日本の地方企業との農業ビジネス創出により、日本と中
南米の農業・食産業分野の連携・交流の強化や、我が国の食産業の中南米進出等への貢献を図ります。(※平成31年度からペルーを事業対象国に追加予
定。)

＜政策目標＞
○研修修了者の８割以上が、５年以内に日系農業関係者のリーダー又はリーダー候補生となる。
○セミナーやビジネスマッチングに参加した研修修了者や中南米の企業から５者（社）以上が、事業終了後５年以内に日本の地方企業のパートナーとなる。

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．中南米の日系農業者等との連携交流 12（12）百万円
① 日系農業者団体に加え、同団体に属さない日系農業者や日系の食産業関係者を交えた連携強化会議を開
催し、組織間の連携を強化します。(※)

② 連携強化会議に併せて、若手農業者等を対象にした交流会議を開催します。
２．次世代リーダーとなる若手農業者等の育成 36（35）百万円
① 若手農業者等や日系農協の女性農業者を対象に、日本に招へいして高付加価値化や６次産業化等について
座学と実習を通じた研修を実施します。

② 日本人専門家を中南米に派遣し栽培技術等について研修を実施するとともに、中南米における農業先進地等
の視察を実施します。(※)

３．日本の地方企業とのビジネス創出 14（13）百万円
① 中南米の県人会と繋がりの深い都道府県との連携の下、研修で招へいした若手農業者等と地方公共団体や企
業とのマッチングを実施します。

② 日本の地方企業を中南米へ派遣しビジネスセミナーを開催します。(※)

(※)H31年度から中南米の現地で実施する事業について、ペルーを対象国に追加予定。

国 民間団体等
委託

＜事業の流れ＞

日系農業者等との連携交流（連携強化会議）

専門家派遣研修
（有機栽培用の土壌作り）

ビジネス創出事業（ビジネスセミナー後の商談）

日本招へい研修
（ハウス栽培）
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平 成 3 0 年 ８ 月 

総務省政策統括官（統計基準担当）室 

第７回ジェンダー統計グローバルフォーラムの開催 

１ ジェンダー統計グローバルフォーラムの目的 

  ジェンダー統計の作成能力向上や知識の共有を目的として、世界各国及び国際機関の統計

専門家を対象に国連が主催する国際会議。隔年開催で、第７回会合は 2018（平成 30）年、

日本開催。東アジア地域での同フォーラムの開催は初めて。 

２ 第７回会合の概要（予定） 

(1) 開催時期

2018年 11月 14日（水）から 16日（金）までの３日間

(2) 場所

浅草ビューホテル（東京都台東区西浅草３－１７－１）

(3) 人数規模

約 170人程度

（各国及び国際機関の統計部局、研究機関等） 

(4) プログラム（予定）

○ 開会

○ 基調講演

○ ハイレベルパネルセッション

○ 発表セッション（９つ）

・ 労働市場のジェンダー平等

・ 無償労働及び生活時間におけるジェンダー平

等の測定 

・ ジェンダーと気候変動・環境（防災）

・ ジェンダー平等及び人権

・ 日本におけるジェンダー統計

・ ジェンダー統計に関する国際的取組 等 

○ 閉会

(参考)過去の開催実績 

第１回会合（2007年） イタリア

  第２回会合（2009年） ガーナ 

  第３回会合（2010年） フィリピン

  第４回会合（2012年） ヨルダン

  第５回会合（2014年） メキシコ

  第６回会合（2016年） フィンランド

第６回会合の様子（2016年、フィンランド） 
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【趣旨】
市町村が策定する整備計画等に基づき、保育園、認定こども園及び小規模保育事業所に係る施設整備

事業及び保育園等の防音壁設置の実施に要する経費に充てるため、市町村に交付金を交付する。
また、子育て安心プランに基づき、意欲のある自治体の取組を強力に支援するため、補助率を嵩上げ

（1/2→2/3）して、保育園等の整備を推進する。

【対象事業】
・保育園緊急整備事業
・認定こども園整備事業（幼稚園型）
・小規模保育整備事業
・防音壁設置事業
・防犯対策強化整備事業

【実施主体】 市町村（特別区含む。）

【設置主体】 社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等
（保育所及び認定こども園については公立を除く）

【補助割合】 国１／２、市区町村１／４、設置主体１／４
※子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国２／３、市区町村１／１２、設置主体１／４

保育園等整備交付金
（平成３０年度予算） （平成３１年度概算要求）

６６３．７億円 → ７２５．６億円
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【対象事業】

Ⅰ 保育士確保対策 １４３億円（９８億円）

①保育士・保育園支援センター設置運営事業【拡充】

②潜在保育士再就職支援事業【新規】

③認可外保育施設保育士資格取得支援事業

④保育士資格取得支援事業

⑤保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業（厚生労働省分）

⑥保育士宿舎借り上げ支援事業

⑦保育体制強化事業【拡充】

⑧保育士試験による資格取得支援事業

⑨保育士養成施設に対する就職促進支援事業

⑩保育士試験追加実施支援事業

⑪保育補助者雇上強化事業

⑫若手保育士や保育事業者への巡回支援事業【拡充】

⑬保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等支援事業

⑭保育園等における業務集約化推進事業

⑮保育人材就職支援事業【拡充】

⑯保育士勤務環境見える化事業【新規】

Ⅱ 小規模保育等の改修等 １６９億円（２２３億円）

①賃貸物件の活用による保育園改修費等支援事業

②小規模保育改修費等支援事業

③幼稚園における長時間預かり保育改修費等支援事業

保育対策総合支援事業費補助金
平成３０年度予算：３８１．４億円 → 平成３１年度概算要求：４２１．３億円額（うち要求額３２８億円、要望額９３億円）

【事業内容】

 「子育て安心プラン」に基づき、地方自治体の待機児童解消に向けた取組を支援するため、小規模保育や家庭的保育等の改修による
受入児童数の拡大を図る。

 また、総合的な保育人材確保策を講じることにより、保育の受け皿拡大に必要となる保育人材の確保を図る。

 その他、障害児の受け入れに必要な改修や認可外保育施設職員に対する衛生・安全対策など、保育対策の基盤整備に必要な事業の推
進を図る。

③幼稚園における長時間預かり保育改修費等支援事業
④認可化移行改修費等支援事業
⑤家庭的保育改修費等支援事業
⑥保育園設置促進事業
⑦都市部における保育園等への賃借料支援事業

Ⅲ その他事業 １０９億円（６１億円）

①民有地マッチング事業

②認可化移行調査・助言指導事業【拡充】

③認可化移行移転費等支援事業

④広域的保育園等利用事業

⑤認可外保育施設の衛生・安全対策事業

⑥保育環境改善事業

⑦家庭支援推進保育事業

⑧３歳児受入れ等連携支援事業

⑨保育利用支援事業（予約制）

⑩医療的ケア児保育支援モデル事業【拡充】

⑪保育園等の質の確保・向上のための取組強化事業【拡充】

⑫保育施設・事業の届出促進事業

⑬保育園等における事故防止等推進事業

⑭待機児童対策協議会参加自治体支援施策【新規・拡充】

⑮放課後居場所緊急対策モデル事業（仮称）【新規】

⑯放課後児童クラブ連携支援事業（仮称）【新規】

⑰小規模多機能・放課後児童支援事業（仮称）【新規】
10
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＜子ども・子育て支援新制度の実施＞

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号閣法）
子ども・子育て会議 （法定審議会：有識者で構成）
教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議 （平成28年4月３府省局長級決定）

＜子ども・子育て支援新制度の適正な実施＞
○新制度は平成27年度に本格施行、内閣府の特別の機関「子ども・子育て本部」が担当
○子ども・子育て会議(法定審議会)における法の施行状況に関する調査審議などを踏まえつつ適正に実施

地域の実情に応じた子育て支援
地域子ども・子育て支援事業(13事業)
・利用者支援、地域子育て支援拠点、一時預かり、乳幼児家庭
全戸訪問、養育支援訪問、子育て短期支援、子育て援助活動支援

・延長保育、病児保育、放課後児童クラブ
・妊婦健診
・実費徴収補足給付、多様な事業者の参入促進・能力活用

教育保育共通の財政支援
施設型給付
認定こども園(0～5歳)
保育園(0～5歳)
幼稚園(3～5歳)

地域型保育給付(0～2歳)
小規模、家庭的、居宅訪問型、事業所内の各保育

企業主導型の多様な保育サービスの拡大等（平成２８年度～）
仕事・子育て両立支援事業
・企業主導型保育事業、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

制度の枠組み

内閣府の役割

各種データ

子ども・子育て支援新制度により
・幼児期の教育・保育の質の向上、認定こども園制度の改善、小規模保育等の地域型保育給付の創設、地域の実情に応じた子ども・子育て
支援施策の充実等が図られ、

・保育認定に当たり、これまで「保育に欠ける事由」としていたものを、「保育の必要性の事由」とすることにより、必要な方が保育を利用できる
ようになった。

平成29年 平成30年

保育所等の利用児童数 2,546,669人 2,614,405人
（前年比＋約6万8千）

（内数） 保育所 2,116,341人 2,088,406人
認定こども園等 373,405人 454,280人

特定地域型保育事業 56,923人 71,719人

１
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子ども・子育て支援新制度の財源確保について

１．社会保障・税一体改革に関する確認書（社会保障部分）（抜粋）
（平成24年6月15日 自由民主党・公明党・民主党 社会保障・税一体改革（社会保障部分）に関する実 務者間会合）

二．社会保障改革関連５法案について
（１）子育て関連の３法案の修正等

⑤ その他、法案の附則に以下の検討事項を盛り込む。
○政府は、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、安定財源の確保に努める。

⑥ 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、今回の消費税率の引き上げによる財源
を含めて１兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力する。

２．子ども・子育て関連３法案に対する附帯決議 （抜粋）
（平成24年8月10日参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会）

十五、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るためには、１兆円超程度の財源が必要であり、
今回の消費税率の引上げにより確保する0.7兆円程度以外の0.3兆円超について、速やかに確保の道筋を
示すとともに、今後の各年度の予算編成において、財源の確保に最大限努力するものとすること。

３．経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年6月15日）（抜粋）
（５）少子化対策、子ども・子育て支援

少子化という我が国の社会経済の根幹を揺るがしかねない国難を克服する。このため、個々人が希
望する時期に結婚でき、かつ、希望する子供の数と生まれる子供の数との乖離をなくしていくための
環境を整備し、「希望出生率1.8」の実現を目指す。

子育てに対して一人ひとりが温かい手を差し伸べ、共に応援していくという社会的気運を醸成しな
がら、地域社会において活力・意欲あるシニア層の参画を促進するなど、子育ての支え手の多様化を
図るとともに、結婚、妊娠、出産段階からの切れ目のない支援に取り組む。また、男女ともに希望す
れば働き続けながら子育てができる多様なライフスタイルが選択可能な環境をつくる。

子ども・子育て支援の更なる「質の向上」を図るため、消費税分以外も含め、適切に財源を確保し
ていく。 ２209



○ ０．７兆円メニュー【平成27年度（施行時）より全て実施】

・認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育等の量的拡充
・３歳児の職員配置を改善（２０：１→１５：１）
・私立幼稚園・保育園等・認定こども園の職員給与の改善（３％）
・保育標準時間認定に対応した職員配置の改善
・研修機会の充実（年間２日）
・小規模保育の体制強化
・減価償却費、賃借料等への対応
・放課後児童クラブの充実 等

○ ０．３兆円超メニュー

・私立幼稚園・保育園等・認定こども園の職員給与の改善（２％）【平成29年度より実施】 等
注：未実施のメニューとしては、１歳児の職員配置の改善（６：１→５：１）や、４・５歳児の職員配置の改善（３０：１→２

５：１）、保育士園舎の配置等がある。

○ 上記以外

・大規模施設等におけるチーム保育に係る職員配置の充実【平成28年度より実施】

・仕事・子育て両立支援事業（企業主導型保育等）の創設【平成28年度より実施】

・技能・経験を積んだ職員に対する４万円等の追加的な処遇改善【平成29年度より実施】

等

子ども・子育て支援新制度の充実の取組について
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【事業概要】

◎企業等が、平成28年度4月以降に新設した保育施設の整備費・運営費を補助。

◎平成28年度に制度を創設し、平成28、29年度においては、計７万人分の受け皿の整備に向けて取り組
んできたところであり、平成30年度については、子育て安心プランに基づき、新たに２万人分程度の受
け皿の整備を実施するところ。

※平成31年度における新たな受け皿の整備量などについては、同プランに基づき、予算編成過程で検討

を行う。

○財源
本事業は、一般財源ではなく、事業主拠出金 を財源とする。
※厚生年金保険料等を事業者から徴収する際、拠出金率を上乗せして徴収。
※事業主負担のみ（労働者負担なし）。

○実施主体、補助率
公募団体、10/10

○平成29年度助成決定（平成30年３月31日現在）
2,597施設 59,703人分
※平成28年度助成決定 871施設 20,284人分を含む。

【事業の特色・メリット】

●働き方に応じた多様な保育を提供可能（休日・早朝・夜間等）

●施設整備費・運営費は認可施設並みの助成

●複数企業による共同設置や共同利用が可能

●地域の子供の受け入れも可能
Ｃ社枠

地域枠
※地域住民が
利用可能

（設定は任意）

設置企業
Ａ社枠

Ｂ社枠

＜施設定員の設定例＞

○予算額の推移

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

予算額 約800億円 約1,300億円 約1,700億円

拠出金率 0.2％ 0.23% 0.29％（参考）

企業主導型保育事業（仕事・子育て両立支援事業費補助金）
平成３０年度予算額 １，６９７億円 → 平成３１年度概算要求額 １，６９７億円※

※2019年度の具体的な拠出金率については、子育て安心プ
ランの進捗状況等を踏まえ、予算編成過程で検討する。0

【通し番号179】
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企業主導型ベビーシッター利用者支援事業（仕事・子育て両立支援事業費補助金）

＜事業内容＞
①ベビーシッター派遣事業（利用券発行枚数：31年度要求：13.3万枚、29年度実績：4.4万枚）

繁忙期の残業や夜勤等の多様な働き方をしている労働者が、ベビーシッター派遣サービスを利用しやすくなるよう利用に係る費用の一部
を支援する。（補助額2,200円／１回当たり：多胎児の場合は加算）

②ベビーシッター研修事業（研修回数：31年度要求：21回、29年度実績：19回）
ベビーシッター事業者及びベビーシッターサービスに従事する者の資質向上のための研修、啓発活動を実施する。

＜実施主体＞公募団体（独立行政法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人 等）

＜補助単価＞
ベビーシッター派遣事業 事業費：３０９，４００千円 事務費：２６，９１８千円
ベビーシッター研修事業 事業費： ２５，５４７千円 事務費：１９，３６５千円

＜補助率＞定額（１０／１０相当）

多様な働き方をしている労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その利用料金の一部を助成するとと
もに、ベビーシッター事業者及びベビーシッターサービスに従事する者の資質向上のための研修、啓発活動を実施するこ
とにより、様々な時間帯に働いている家庭のベビーシッター派遣サービスの利用を促し、仕事と子育てとの両立に資する
子ども・子育て支援の提供体制の充実を図る。

平成３０年度予算額 ３．８億円 → 平成３１年度概算要求額 ３．８億円

厚 生 年 金
適 用 事 業 主 等 ①割引券の申込み

事 業 実 施 団 体
（ 公 募 ）

②割引券の発行

子 育 て 中 の
労 働 者 等

③割引券の交付

⑤割引券の割引料金適用後の利用料支払い＋割引券の提出

④ベビーシッター派遣サービスの提供

⑦割引料金の支払い

⑥割引料金の請求

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
事
業
者

（
割
引
券
取
扱
事
業
者
）

国

割引券使用承認申込・承認

公募、交付要綱、交付決定

割引券取扱事業者認定申請・認定

ベビーシッター事業者、ベビーシッターサービス
に従事する者に対する研修の実施

＜事業の仕組み＞

1
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保育士候補の掘り起しを推進

・２回目の保育士試験を促す仕組みとし

て、３年間は当該区域内のみ有効の

「地域限定保育士」制度を創設

・都道府県が２回目の試験を実施しない

場合、政令市が地域限定保育士試験

を実施することを可能に

・保育士試験は、毎年１回都道府県が
実施

・年２回の実施を通知するもインセンティ
ブが働かず、実施されない

地域限定保育士（年２回目の試験実施）
（児童福祉法の特例 特区法第12条の４）

現 状

見直し後

効 果

活用する規制改革 具体的事業

地域限定保育士（平成27年度実施）

保育士候補の掘り起しに高い効果

東京圏（神奈川県、成田市）
関西圏（大阪府）
沖縄県
仙台市 平成27年９月９日認定

受験者数 合格者数
神奈川県 5,442人 1,330人

成田市 1,343人 249人

大阪府 3,237人 727人

沖縄県 523人 78人

合計 10,545人 2,384人

全国（通常試験）
受験者数 67,504人
合格者数 23,165人
※地域限定含む

地域限定保育士の合格者数（2,384人）は、

全国の合格者の１割以上

保育士確保が難しい状況を解消するため、保育士試験を
年２回行う仕組みを構築

㊲

地域限定保育士試験がきっかけとなり、
平成28年度は、全国的に通常試験が年２回に

【通し番号180】
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・保育士試験の受験機会の充実により、待機児童の解
消の取組の一層の加速が見込まれる。

・地域限定保育士試験制度を活用した年３回目の試験実
施に向けて、試験の公正性・適正性を担保した上で、株
式会社等の多様な法人を指定試験機関として活用可能
とする。

・「国家戦略特区限定保育士試験（地域限定保育士試験）」
制度を契機に、大部分の都道府県で年２回の試験を、指
定試験機関に委託して実施。

・指定試験機関は、一般社団法人又は一般財団法人に限
定されており、さらに試験の実施回数を増やすことには
限界がある。

多様な主体による地域限定保育士試験の実施
（国家戦略特別区域限定保育士事業 特区法第１２条の５第８項）

現 状

見直し後

効 果

活用する規制改革 具体的事業

現 状

特区

指定試験機関（試験事務を行わせる者）

一般社団法人
又は一般財団法人

一般社団法人
又は一般財団法人

株式会社等

株式会社等

株式会社等の多様の法人を
指定試験機関として活用可能に
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・地域の実情に即した保育の受け皿整備が進み、待機児
童の解消に資することが期待。

・待機児童の多い国家戦略特区内において、対象年齢の原
則を撤廃し、０～５歳や３～５歳を対象とする小規模保育

事業を認める。

小規模認可保育所における対象年齢の拡大
（国家戦略特別区域小規模保育事業 特区法第12条の４）

現 状

見直し後

効 果

活用する規制改革 具体的事業

原則 ０～２歳

０～５歳までの一貫した保育や

３～５歳のみの保育 が可能に

対象年齢の原則を撤廃
区域会議で事業の実施を決定

・「小規模保育事業」は０～２歳の待機児童解消を目的
とて創設されたため、対象年齢を原則０～２歳に限定
し、市町村が認めた場合には、３歳～５歳を保育でき
る。

小規模認可保育所の対象年齢
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